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９月２９日（土）　シンポジウム

13：00～13：50

14：00～16：30

基調講演「福祉事務所と民間福祉の役割と協働-アメリカでの議論を踏まえて」
木下武徳（北星学園大学准教授）

シンポジウム
司会：新保美香（明治学院大学教授）
報告：「生活支援戦略について」山崎史郎（内閣府政策統括官）
　「熊本県における生活困窮者対策-2.5人称の視点で」森枝敏郎（前熊本県
健康福祉部長）

　｢釧路の自立支援が目指してきたこと｣木津谷康二（釧路市生活福祉事務所長)
コメンテーター：
木下武徳（北星学園大学准教授）

17：00～20：00 懇親会（於：北海道教育大学釧路校生協）

９月３０日（日）　分科会

9：00～11：30

分科会１：自立支援・社会的包摂政策
　「生活保護自立支援プログラムによる多様な価値への新たな評価」及川昌洋
（釧路市福祉部）

　「高齢者への新たな支援施策の必要性-生活保護受給者の年金受給額から」
徳田康浩（釧路市福祉部）

　「アクティベーション政策のディレンマ-デンマークにおける移民の社会的
包摂をめぐる取り組みとその課題」嶋内健（立命館大学非常勤講師）

分科会２：最低生活費と貧困基準
　「低所得者の食費構造」松本一郎（国際医療福祉大学）
　「現代版マーケット・バスケット方式の課題と展望-静岡調査から見えた
こと」中澤秀一（静岡大学短期大学部）

　「中国における『都市住民最低生活保障条例』の展開とその課題―特に貧困
基準を中心に」王瑋（日本女子大学大学院生）

11：40～12：10 年次総会

大会終了後、冬月荘および「Ｚっと！スクラム」の見学を企画していますので奮ってご参加下さい。
※会員以外の方でも参加できます。参加を希望される方は事務局宛にメールにて連絡願います。
※参加費（会場費および資料代等）9月29日：無料、9月30日：1,000円
※詳細および最新情報は貧困研究会HP（URL http://www.hinkonken.org）をご覧下さい。

貧困研究会事務局 
〒101-8360　東京都千代田区三崎町1-3-2　日本大学経済学部　村上研究室
e-mail  hinkonken@mac.com    URL  http://www.hinkonken.org
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共通論題 地域で支える生活困窮者の自立支援と社会的包摂 
司 会：新保美香（明治学院大学教授） 
コメンテーター：木下武徳（北星学園大学准教授） 
 
＜企画の趣旨＞ 
 今、生活困窮者支援のあり方が岐路に立っています。国による改革の方向性は、生活保
護制度と一体となったものです。とくに福祉事務所から生活支援サービスを NPO 等、民間
福祉に「任せる」という方向が色濃くでています。それは、これまで福祉事務所が行って
きた「給付とサービスの一体化」からの分離なのか、協業なのか、丸投げなのか。国家責
任と国民の権利を明示した公的扶助制度の解体につながるのかどうか。このシンポジウム
では考えていきたいと思います。 
 
 
＜基調報告＞ 
「福祉事務所と民間福祉の役割と協働 ～アメリカでの議論を踏まえて～」 

木下武徳（北星学園大学准教授） 
 
 生活保護を利用できず困窮する人がいる一方、その利用者は警官 OB等により常に不正受
給が疑われるようになっている。ケースワーカーには専門知識・技術・経験がなく、生活
保護を利用しても自立支援なく社会的に孤立する人も多い。こうして生活困窮者の生活支
援は大きな隘路に陥り、生活保護のあり方が問われている。 
注目されることは、こうした自立支援の困難なケースワーカーを代替・補完する民間福祉
の動向である。釧路をはじめ、自立支援プログラムやパーソナルサポートサービスの導入
等で低所得者支援を担う NPO 等の役割に大きな期待が寄せられている。 
 さて、アメリカでは長く自立支援や福祉事務所と民間福祉と協働が協調され、かつそれ
らの研究蓄積も多い。講演では、アメリカの福祉事務所に関する議論を参考に、日本の福
祉事務所の課題を整理し、生活困窮者の自立支援と社会的包摂のための福祉事務所のあり
方と民間福祉との協働について検討したい。 
�

 
＜シンポジウム＞ 
 
「生活支援戦略について」 

山崎史郎（内閣府政策統括官） 
 
 現在、国においては、今秋を目途に生活支援戦略を策定することとしており、社会保障
審議会に特別部会を設け議論をしている。生活支援戦略は、生活保護制度の見直しと新た
な生活困窮者支援体系の確立を一体的に行うものであり、この新たな生活困窮者支援体系
は、経済的困窮と社会的孤立からの脱却をめざし、 
① 包括的・伴走型の総合相談支援体制の構築 
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② 多様な就労機会の確保 
③ 居住の確保や家計再建支援 
などを官民協働により実現していくものである。 
 このように、生活支援戦略は、地域の社会資源の開発までめざす総合的な取組である。
研究会では、今後の地域での活発な議論に資するよう、生活困窮者を取り巻く現状や国に
おける生活支援戦略の検討状況を報告する。 
「熊本県における生活困窮者対策 ～2.5 人称の視点で～」 

森枝敏郎（前熊本県健康福祉部長） 
 
〇貧困問題に向き合い、「潤いのある 2.5 人称の視点」で希望の創出を！ 
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〇熊本型の生活困窮者対策を段階的に構築～民間団体等と連携・協働 
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〇国民全体が危機感と未来を共有し本格的な対策を！また温かな地域社会を！ 
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｢釧路の自立支援が目指してきたこと｣ 

木津谷康二（釧路市生活福祉事務所長) 
 
１．釧路市の保護動向 
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２．自立支援プログラムに取り組む姿勢 
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３．自立支援プログラムの取り組み状況（ＤＶＤにて紹介） 
 
４．成果と課題について 
・成果として 
 ① 自立支援プログラムの取り組みによって、扶助費の削減効果を高めること。 
 ② 福祉事務所の活性化 
 ③ 開かれた福祉事務所と民間協働 
・課題として 
 ① 参加者の笑顔を評価するための手法について検討していく必要がある。 
 ② 多様な働き方を認めよう。 
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分科会１ 自立支援・社会的包摂政策 
 
 
「生活保護自立支援プログラムによる多様な価値への新たな評価」 

及川昌洋（釧路市福祉部） 
 
 生活保護受給者への支援には自立支援プログラムがあるが、これまで事業効果について
客観的かつ定量的な評価が不十分であった。本研究では、事業により創出された多様な価
値を定量的に評価することを目的として、保護受給者や各ステークホルダーを対象に社会
的事業の評価手法である Social Return on Investment を用いて検討した。その結果、中間
的就労と位置付けられる自立支援プログラムには、社会的孤立や経済的困窮から脱却し、
社会生活に適応する効果があると示唆された。 
 
 
「高齢者への新たな支援施策の必要性 ～生活保護受給者の年金受給額から～」 

徳田康浩（釧路市福祉部） 
 
 現行の公的年金制度をめぐる主要な論点の一つとして年金支給水準を挙げることができ
る。高齢者、とりわけ低所得高齢者への支援をより一層充実させる施策を明らかにする目
的で、釧路市における 65 歳以上の生活保護受給者の年金受給額及び消費動向について検討
した。その結果、今後の低所得高齢者の支援策として、住宅支援施策の拡充や地域コミュ
ニティの再生による互助・共助の活性化が重要であることが示唆された。 
 
 
「アクティベーション政策のディレンマ ～デンマークにおける移民の社会的包摂 
をめぐる取り組みとその課題～」 

嶋内健（立命館大学非常勤講師） 
 
 本報告の目的は近年のデンマークにおける移民・難民を対象にした雇用支援ならびに所
得保障の現状と課題を検討することである。近年のデンマークは「アクティベーション」
や「フレキシキュリティ」の実施によって現代福祉国家の模範国として注目されてきた一
方で、非西欧諸国からの女性移民と男性若年層の労働市場統合という課題に直面している。
デンマークはこの難題にどのように挑戦しているのか、そこにどのような矛盾があるのか
を 2012 年に実施した調査をもとに報告する。 
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分科会２ 最低生活費と貧困基準 
 
 
「低所得者の食費構造」 

松本一郎（国際医療福祉大学） 
 
 本報告では、2008 年および 2009 年に首都圏で実施された家計調査の結果（家計簿調査、
アンケート調査）をもとに、低所得者の食費構造を分析する。収入階層や雇用形態別にみ
た消費支出の内容を検討しながら、とりわけ、食費および食生活に着目し、生活実態の質
的側面や多様性を構造的に見ていく。その際、日々の食生活実態に基づき、類型化しなが
ら、食費を分析する。さらに、この分析を通して、最低生活費研究の課題を提示したい。 
 
 
「現代版マーケット・バスケット方式の課題と展望 ～静岡調査から見えた こと～」 

中澤秀一（静岡大学短期大学部） 
 
 2010 年に静岡県で実施された最低生計費試算調査は、それまでに金澤誠一監修のもとで
首都圏や東北地方で実施された諸調査の調査方法に大きく依拠している。この調査方法は、
一言でいえばマーケット・バスケット方式であるが、さまざまな指標を採り入れて、「健康
で文化的な最低限度の生活」を送るためには何が必要なのかをわかりやすく示している。 
 本報告では、現在も各地で実施されて続けている、この現代版マーケット・バスケット
方式ともいえる調査方法の持つ課題について明らかにしたい。そのうえで、今後の展望に
ついても触れていく。 
 
 
「中国における『都市住民最低生活保障条例』の展開とその課題 
～『低保』制度と貨幣による貧困基準」 

王瑋（日本女子大学大学院生） 
 
 中国都市の貧困問題は、改革開放・市場経済への転換、国営企業の解体などの社会的背
景の下で、特に 1980 年代後半以降注目され始めた。1999 年には、生存権の保障を明確に
した「都市住民最低生活保障条例」（以下「低保」と省略）が制定された。この「低保」は、
本格的に貨幣による貧困基準策定が試みられたという点においても評価できる。しかし、
「低保」の保護基準は、各地方政府によって策定・実施されるものであり、中央政府によ
る統一的な算定方式には至っていない。本報告は、「低保」の保護基準の関連研究をまとめ、
代表的な保護基準の算定方法を解明し、その特徴と問題点を明らかにする。 
 



会場周辺地図

交通アクセス

JRご利用の場合 JR「釧路駅」から、くしろバス（3武佐線、32別保線）で10分「城山十字路」
下車、徒歩4分。

釧路空港ご利用
の場合

到着便への釧路市内行き連絡バスは、飛行機の到着後15～20分ほどで釧路空港
を出発。主な所要時間はＪＲ釧路駅前まで約45分、フィッシャーマンズワーフ
ＭＯＯまで約55分、釧路市役所前まで約55分。

会場地図

シンポジウム会場：教室棟　403講義室
分科会会場　　　：教室棟　303講義室・304講義室
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